




 

 

・Mie SSH指定校（県立高等学校 5校）では、連携する企業・大学で研修を実施するとともに、理科教室の

開催など、小中学校と連携した取組を進めています。また、Mie SELHi指定校（県立高等学校 8校）では、

それぞれのテーマに基づく研究の実施や、公開授業等の取組を進めています。今後は、指定校における

成果をまとめ、他の高等学校に普及していく必要があります。 

・若き『匠』育成プロジェクトにおいては、昨年度からの実施校（県立高等学校 3 校）に加え、新たに 3

校を追加指定し、各校が定めたテーマに沿った研究に取り組んでいますが、職業教育を引き続き充実さ

せていくためには、若手教員の技術力向上が求められています。 

・社会経済のグローバル化が進展する中、子どもたちが、グローバル社会で主体的に活躍し、他者と共に

生きていく基盤を確立するためには、チャレンジ精神、課題解決力、日本人・三重県人としてのアイデ

ンティティー、英語によるコミュニケーション力等の育成が必要です。 

・基本的な生活習慣や確かな学力の定着・向上を図るため、引き続き、少人数学級と少人数授業の両面で、

きめ細かな少人数教育を進めていく必要があります。 

・高等学校のキャリア教育モデルプログラムの作成を進めるとともに、６市町において、小中高等学校の

校種の枠を超えたキャリア教育の推進体制づくりを行っています。今後も、学校や家庭、地域との連携

によるキャリア教育の推進を図っていく必要があります。 

・県立高等学校卒業予定者の就職内定率の向上と、求人と求職のミスマッチの解消をめざし、多様な主体

との連携や就職支援相談員の配置等により、高校生の就職指導に取り組んでいます。今後は、関係機関

とより一層連携し、障がいのある生徒や外国人生徒等への就職支援を強化するとともに、新規高等学校

卒業予定者の求人や雇用機会の維持・拡大を図る必要があります。 

・児童生徒が将来の家庭生活や家族の大切さについて知るとともに認識を深めるため、学校教育において、

家庭を築き、子どもを生み育てる意義を考える機会を設ける必要があります。 

・若手教員の多くは授業づくりや生徒指導、学級経営等に不安を抱えており、早急に研修体系の見直しを

図るとともに、継続的に支援していく体制づくりが必要となっています。 

・重点推進校における授業研究担当者育成研修の取組の成果を、教員一人ひとりの授業改善につなげてい

くことや、県内の各学校にさらに普及することが必要となっています。 

・平成 25 年度は「授業改善モデル」（指導案）を作成し、授業改善を進めてきました。今後、各教科の授

業改善に活用できる教材（ワークシート）等の作成を進める必要があります。 

・平成 26 年 4 月 1 日から公立高等学校授業料無償制が廃止される一方、一定の所得未満の世帯に属する

生徒に対して高等学校等就学支援金を支給する必要があります。また、全ての意志ある生徒等が安心し

て教育を受けられるよう、低所得者支援策を講じる必要があります。 

・学習指導要領に基づいた道徳教育の質の向上とその一層の充実を図るため、教員の指導力の向上に努め

る必要があります。また、道徳教育用の教材「三重県 心のノート」の小学校高学年用及び中学校用を

各学校に配布しましたが、今後は、各学校での活用がより一層図られるよう取り組む必要があります。 

・いじめや暴力行為、体罰等の問題が依然としてみられることから、引き続き、スクールカウンセラー等

の専門家を各学校へ効果的に配置し、学校における教育相談体制の充実を図る必要があります。 

・県内 29 市町の推進校において、学級満足度調査を実施し、児童生徒の実態に応じた対策を講じていま

す。今後、いじめの未然防止をより一層図るためには、学級満足度調査結果を効果的に活用するなど、

未然防止に向けた取組の充実が必要です。 

・スマートフォン等の普及によるＬＩＮＥ等の閉鎖的なコミュニティサイト内でのトラブルが多く報告さ

れていることから、児童生徒の情報モラル、リスク教育を一層進める必要があります。 

・子ども支援ネットワーク指定中学校区では、教育的に不利な環境のもとにある子どもを取り巻く課題を

洗い出し、その課題解決に向けた取組を進めています。今後は、指定中学校区の実践内容や成果を発信

し、子ども支援ネットワークを広く普及させる必要があります。 

 







 

 

●（新）学力向上のための高校生ビブリオバトル推進事業【基本事業名：22101 子どもたちの学力の 

定着と向上】 

（第 10款 教育費 第６項 社会教育費 １社会教育総務費） 

当初予算額：（25） － 千円 → （26） １，２１４千円 

事業概要：ビブリオバトル（書評合戦）を活用した読書活動の推進を行うことで、高校生が、自

分の考えを自分の言葉で表現することや、他者の考えへの理解を深めることをとおし

て、思考力・判断力・表現力等の育成を図ります。 

 

●学力向上のための読書活動推進事業【基本事業名：22101 子どもたちの学力の定着と向上】 

（第 10款 教育費 第１項 教育総務費 ４教育指導費）  

当初予算額：（25） ２０，０００千円 → （26） １９，１５９千円 

事業概要：子どもの学力向上を目的に、民間事業者への委託により、専門性の高い図書館司書の有資

格者を派遣し、司書教諭や担任等に対して学校図書館を活用した授業の支援等を行うとと

もに、家庭における読書習慣を身につけることができるよう、家族で読書を楽しむ「ファ

ミリー読書」を推進します。 

 

●（一部新）「確かな学力」を育む総合支援事業【基本事業名：22101 子どもたちの学力の定着と向上】 

（第 10款 教育費 第１項 教育総務費 ４教育指導費） 

 当初予算額：(25) ２３，２４３千円 → (26) ２９，３９７千円 

 事業概要：全国学力・学習状況調査を活用し、学力の定着と向上を図る取組を充実させるため、学習

内容の定着状況を把握する「三重県到達度テスト（仮称）」を新たに作成し、その活用を

図るとともに、各学校の授業改善の取組を支援するための研修会を開催します。また、実

践推進校には、少人数指導を支援するための非常勤講師の配置や、学力向上アドバイザー

（５名）の派遣等により、授業改善にかかる指導体制の充実を図ります。さらに、「科学

の甲子園ジュニア」三重県予選の実施を通じ、科学技術に対する関心を高めます。 

 

●高校生学力定着支援事業【基本事業名：22101 子どもたちの学力の定着と向上】 

（第 10款 教育費 第１項 教育総務費 ４教育指導費） 

    当初予算額：(25) ３，３８１千円 → (26) ２，５２１千円 

事業概要：高校生の義務教育段階の学習内容を含めた基礎的・基本的な学力の定着・向上を図るため、

研究校として指定した６高校において、国語・数学・英語等の学力や学習状況等を把握す

るとともに、教材開発や効果的な指導方法等の研究を進め、その成果を県内の高等学校に

普及します。 

 

●「志」と「匠」の育成推進事業【基本事業名：22101 子どもたちの学力の定着と向上】 

（第 10款 教育費 第１項 教育総務費 ４教育指導費） 

   当初予算額：(25) １９，８６３千円 → (26) １５，４０５千円 

   事業概要：高等学校における理数教育、英語教育、職業教育の充実を図るため、指定校において、大

学・企業と連携した各種セミナーの開催や科学オリンピック大会の開催、コミュニケーショ

ンを重視した英語教育に関する指導方法の工夫改善、高度な技術習得や資格取得に向けた指

導法の開発等に取り組むとともに、小中高等学校の連携教育モデルの作成に取り組みます。 

 

 

 



 

 

 ●（新）小学校における英語コミュニケーション力向上事業【基本事業名：22101 子どもたちの学力 

の定着と向上】 

（第 10款 教育費 第１項 教育総務費 ４教育指導費） 

   当初予算額：(25) － 千円 → (26) １０，４１４千円 

事業概要：子どもたちの英語コミュニケーション能力を効果的に育成するために、小学校における発 

達段階に応じた英語指導モデルの構築と普及・啓発を行います。また、県オリジナルの英 

語教材を作成し、小学生が授業内外で英語に慣れ親しむことができる環境を創出します。 

 

●（新）高校生グローバル教育推進事業【基本事業名：22101 子どもたちの学力の定着と向上】 

（第 10款 教育費 第１項 教育総務費 ４教育指導費） 

当初予算額：（25） － 千円 → （26） ４９，７２９千円 

事業概要：グローバルな視野に立って自らの考えや意見を適切に伝え、日本人・三重県人としてのア

イデンティティーを持ちながら、異なる文化・伝統に立脚する人々と共生できる能力や態

度を身につけた人づくりを行うため、高等学校において、大学・産業界と連携したテーマ

別ワークショップ等の実施、留学促進、英語キャンプの開催、ＩＣＴ機器を活用した双方

向授業の研究などの取組を進めます。 

 

●（新）グローバル教育教職員研修推進事業【基本事業名：22103 教職員の資質の向上】 

（第 10款 教育費 第１項 教育総務費 ５総合教育センター費） 

当初予算額：（25） － 千円 → （26） ５，０２３千円 

事業概要：中学校・高等学校英語教員の英語指導力や、小学校外国語活動担当教員の外国語活動指導 

力を向上させるとともに、児童生徒の課題解決力・コミュニケーション力を育成する指導 

を進めるため、教職員の実践的指導力にかかる研修を実施します。 

 

●キャリア教育実践プロジェクト事業【基本事業名：22102 社会に参画する力の育成】 

（第 10款 教育費 第１項 教育総務費 ４教育指導費） 

当初予算額：（25） １３，５６０千円 → （26） １５，１２８千円 

事業概要：小・中・高等学校の組織的・系統的なキャリア教育を推進するとともに、学校と地域・産

業界の持続可能な連携の仕組みづくりが進められるよう、就業体験の拡充、社会で活躍す

る卒業生等による授業等の実施、NPOと連携した学校支援、普通科におけるキャリア教育の

実践についての調査研究等に取り組みます。 

 

●高校生就職対策緊急支援事業【基本事業名：22102 社会に参画する力の育成】 

（第 10款 教育費 第１項 教育総務費 ４教育指導費） 

当初予算額：（25） ２６，０８８千円 → （26） １９，９２７千円 

事業概要：生徒が必要かつ適切な情報や知識をもとに職業選択を行い、地域産業の担い手として社会

的・職業的自立を果たせるよう、就職支援相談員（12名）を配置するとともに、関係機関

と連携した就職対策を行い、就職マッチングを進めます。 

 

 

 

 

 

 



 

 

●（新）ライフプラン教育総合推進事業【基本事業名：22102 社会に参画する力の育成】 

（第 10款 教育費 第１項 教育総務費 ２事務局費） 

当初予算額：（25） － 千円 → （26） ３，１３１千円 

事業概要：児童生徒の実態や発達段階に応じて、結婚、子育て等を含めたライフプランや、妊娠、出

産の医学的知識等について理解を深めることができるよう、講演会の開催やリーフレット

の作成、幼稚園や保育園での保育実習の充実を図ります。 

 

●（一部新）教職員の授業力向上推進事業【基本事業名：22103 教職員の資質の向上】 

（第 10款 教育費 第１項 教育総務費 ３教職員人事費） 

当初予算額：（25） １４，５２６千円 → （26） １６，１３８千円 

事業概要：教職員個々の専門性やスキルを向上させるとともに、経験年数の異なる教職員が相互に学

び合う継続的な授業研究を実施し、教職員の授業力の向上を図ります。また、授業研究を

中心とした校内研修の活性化など学校の組織力向上に向け、中核的な人材の育成に取り組

みます。さらに、若手教員個々の教育課題に応じた複数年にわたる学びの機会を設定する

ことで、実践的指導力の向上を図ります。 

 

●フューチャー・カリキュラム実践研究事業【基本事業名：22103 教職員の資質の向上】 

（第 10款 教育費 第１項 教育総務費 ４教育指導費） 

   当初予算額：(25) ４，４０８千円 → (26) ３，３０６千円 

事業概要：学習指導要領の趣旨及び内容をふまえ、小中学校における「学ぶ喜び」、「わかる楽しさ」 

の創造に向けた授業改善を一層充実させるため、教科別のプロジェクトチーム（９チーム） 

を設置し、授業改善に活用できる教材（ワークシート）等を作成します。 

また、平成25年度に作成した「授業改善モデル」の普及を図ります。 

 

●（新）高校生等教育費負担軽減事業【基本事業名：22104 学びを支える環境づくりの推進】 

（第 10款 教育費 第１項 教育総務費 ４教育指導費） 

当初予算額：（25） － 千円 → （26） １，３１５，９２９千円 

事業概要：高等学校等における教育に係る経済的負担の軽減を適正に行うため、一定の要件を満た 

す世帯に属する生徒に対し、授業料に充てるための高等学校等就学支援金の支給を行う 

とともに、授業料以外の教育費負担を軽減するため、低所得者世帯の生徒等に対し、奨 

学のための給付金を支給します。また、高等学校等を中途退学した者が再び高等学校で 

学び直す際、継続して授業料相当額を支給します。 

 

●道徳教育総合支援事業【基本事業名：22104 学びを支える環境づくりの推進】 

（第 10款 教育費 第１項 教育総務費 ４教育指導費） 

   当初予算額：(25) １２，６６３千円 → (26) ３，４９１千円 

事業概要：学習指導要領に基づいた道徳教育の質の向上とその一層の充実を図るため、市町教育委員 

会が学校・地域の実態等に応じて主体的に行う道徳教育に関する多様な取組に対して支援 

を行うとともに、道徳教育用の教材である「三重県 心のノート」等が適切に活用される 

よう支援します。 

 

 

 

 



 

 

●スクールカウンセラー等活用事業【基本事業名：22104 学びを支える環境づくりの推進】 

（第 10款 教育費 第１項 教育総務費 ４教育指導費） 

当初予算額：(25) １６０，０８７千円 → (26) ２２１，６２６千円 

事業概要：スクールカウンセラー及びスクールソーシャルワーカーを、小・中・高等学校に配置及び 

派遣し、学校の相談体制の充実と関係機関との一層の連携を図ることにより、生徒指導上 

の問題解決のための取組を進めます。（当事業によるスクールカウンセラー配置校：小学校 

275校、中学校 144校、高等学校 36校）（スクールソーシャルワーカー：7名） 

 

●学びの環境づくり支援事業【基本事業名：22104 学びを支える環境づくりの推進】 

（第 10款 教育費 第１項 教育総務費 ４教育指導費） 

   当初予算額：(25) ２５，７２４千円 → (26) ２５，７２４千円 

   事業概要：いじめや不登校等の課題を解決し、子どもたちの学びを保障するための環境づくりを推進

していくため、中学校区を単位として重点的に取り組む地域（15 中学校区）にスクールカ

ウンセラーを配置し、教育相談体制の充実・活性化を図ります。(当事業によるスクールカ

ウンセラー配置校：小学校 45校、中学校 15校)  

 

●いじめを許さない「絆」プロジェクト事業【基本事業名：22104 学びを支える環境づくりの推進】 

（第 10款 教育費 第１項 教育総務費 ４教育指導費） 

   当初予算額：(25) ３８，４９８千円 → (26) ５，４１５千円 

事業概要：深刻化するいじめの未然防止を図り、子どもたちが安心して学ぶことができる環境づくり 

を強化するため、ピア・サポートやソーシャルスキルトレーニングなど、子どもたちの問 

題解決能力を育成する取組を進めます。 

また、未然防止の取組の一つとして、小学校においてプログラム学習による予防教育の取

組を行います。 

 

●（新）スマートフォンの危険から子どもを守る事業【基本事業名：22104 学びを支える環境づくりの 

推進】 

（第 10款 教育費 第１項 教育総務費 ４教育指導費） 

   当初予算額：(25)  － 千円 → (26) ４，６７２千円 

事業概要：スマートフォンに関する教職員向けの指導資料や、児童生徒の理解度を測るための「ネッ 

ト検定」を作成し、情報モラルやリスクを回避する能力の育成に生かします。 

また、ネットの検索・監視等や、保護者を対象としたネット啓発講座を引き続き実施し、 

学校・家庭・地域が協働して子どもを見守る体制の構築を図ります。 

 

●学びを保障するネットワークづくり事業【基本事業名：22104 学びを支える環境づくりの推進】 

  （第 10款 教育費 第１項 教育総務費 ６人権教育費） 

当初予算額：(25) １１，６００千円 → (26) １０，４２５千円 

事業概要：教育的に不利な環境のもとにある子どもの自尊感情や学習意欲の向上を図るため、いじめ

などの背景にある課題を解決し、未然に防止するための地域連携の仕組みとして「子ども

支援ネットワーク」を構築します。（モデル中学校区：10校区） 

また、「子ども支援ネットワーク」構築の要となる「子ども支援ネットワークづくり」推進

教員を、実践的場面や研修会・交流会等をとおして育成します。 

 

 



 

 

●（一部新）学校安全推進事業【基本事業名：22104 学びを支える環境づくりの推進】 

（第 10款 教育費  第７項 保健体育費 １保健体育総務費） 

   当初予算額：(25) ５，２１６千円 → (26) ５，３３８千円 

事業概要：通学路安全対策アドバイザーを対策が遅れている地域・学校に派遣し、通学路の安全対策

の指導助言や交通安全教育への支援を行います。 

また、高等学校における実践的な防犯教育の取組や、小中学校における地域安全マップ 

づくりの取組により、児童生徒の危険予測、回避能力を高めます。 

 

  

●私立幼稚園振興等補助金【基本事業名：22105  私学教育の振興】 

（第 10款 教育費 第９項 私立幼稚園費 １私立幼稚園費） 

当初予算額：（25） １，８７１，７１２千円 → （26） １，９３０，５８５千円 

事業概要：公教育の一翼を担っている私立幼稚園において、建学の精神に基づく個性豊かで多様な教

育が推進されるとともに、園児の就園にかかる経済的負担の軽減を図るため、私立幼稚園

の経常的経費への支援を行います。 

 

  

●私立高等学校等振興補助金【基本事業名：22105  私学教育の振興】 

（第 10款 教育費 第８項 私学振興費 １私学振興費） 

当初予算額：（25） ４，７３２，４２２千円 → （26） ４，７６２，４２１千円 

事業概要：公教育の一翼を担っている私立学校（小・中・高等学校）において、建学の精神に基づく

個性豊かで多様な教育が推進されるとともに、児童生徒等の就学上の経済的負担の軽減を

図るため、経常的経費への支援を行います。 

 

●（一部新）私立高等学校等就学支援金交付事業【基本事業名：22105  私学教育の振興】 

（第 10款 教育費 第８項 私学振興費 １私学振興費） 

当初予算額：（25） １，９０１，９３４千円 → （26） １，９４８，２９７千円 

事業概要：私立高校生等に対し、就学上の経済的負担の軽減を図るため、所得に応じて高等学校等就

学支援金を交付します。 

 

●（一部新）私立高等学校等教育費負担軽減事業【基本事業名：22105  私学教育の振興】 

（第 10款 教育費 第８項 私学振興費 １私学振興費） 

当初予算額：（25） ８６，９８９千円 → （26） １２２，６５９千円 

 事業概要：経済的理由により就学が困難な私立高校生等の授業料及び入学金について助成を行います。

また、低所得世帯に対しては授業料以外の教育経費にかかる奨学給付金を給付します。 

 

環境生活部 

健康福祉部 


